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公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告

１ 高千穂町緑の分権改革推進事業公募型プロポーザルの名称

高千穂町緑の分権改革推進事業

２ プロポーザルの概要

（１）目的
地球温暖化防止のためには、迅速かつ継続的な対応が求められており、地域資源を

最大限に活用した再生可能なクリーンエネルギーの導入促進が効果的・効率的な防止
策として位置づけられている。
クリーンエネルギーの導入促進は、地球温暖化防止に留まらずエネルギー自給率の

向上や地域の活性化への展開が可能であり、国においても地域の食料やエネルギー自
給率を高める「緑の分権改革」を推進している。
本事業では、町の地域特性に応じた、クリーンエネルギー導入の重点的・戦略的推

進による技術的検討及び低炭素まちづくりの構築に向けた基礎検討資料作成に関する
企画提案を求め、評価の最も高い提案をした者を受注予定者として選定する。

（２）事業内容
別添「高千穂町緑の分権改革推進事業 特記仕様書」のとおりとする。

（３）工期
契約を締結した日から平成２３年２月２８日まで

（４）予算額
予算総額は、６，５００千円以内（消費税及び地方消費税額を含む ）とする。。

３ 参加資格要件

参加者は、以下に掲げる要件をすべて満たすものとする。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当
しないこと。

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）または民事再生法（平成１１年法律第２
） 。２５号 の規定に基づく更正または再生手続きの申立てがなされたものではないこと

（３）本公告資料の他、高千穂町緑の分権改革推進事業公募型プロポーザル方式に係る企
画提案書作成要領、高千穂町緑の分権改革推進事業特記仕様書の記載事項を遵守する
こと。

（４）業務内容についての守秘義務を的確に遂行できる能力を有すること。

（５）その他、委託者側との協議に柔軟、真摯に対応できること。

４ 参加申込

参加を希望する者は、以下のとおり参加申込書その他の資料を提出すること。

（１）提出資料
①参加申込書（様式１）及び提出書類（様式２～様式４）に記入押印のうえ提出する
こと。

②参加申込書は必要書類を添付のうえ、左側２ヶ所をホッチキス等にて綴じるものと
する。

③応募に要する費用は、すべて応募者の負担とする。
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（２）提出期間
平成２２年６月２１日（月）から平成２２年７月１日（木）午後５時まで

（３）提出方法
持参もしくは郵送にて提出すること。その他方法による提出は認めない。
郵送する場合は、封書の表に「高千穂町緑の分権改革推進事業 参加申込書等在中」

と明記すること。提出期限までに届かなかった参加申込書等は無効とする。

（４）提出場所
〒８８２－１１９２ 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井１３番地
高千穂町役場 企画観光課 企画開発係（担当：谷川）
電話：０９８２－７３－１２０７ ＦＡＸ：０９８２－７３－１２２５
Ｅ－ｍａｉｌ：kikaku@town-takachiho.jp

５ プロポーザルスケジュール

実施要領等への質問受付 平成２２年６月２１日（月）～６月２４日（木）
質問に対する回答 平成２２年６月２８日（月）
参加申込書の提出期限 平成２２年７月１日（木）
企画提案資料提出期限 平成２２年７月８日（木）
審査会 平成２２年７月中旬
審査発表（受注、非受注の通知） 平成２２年７月下旬

６ 企画提案書の作成に関する質問及び回答

別添 「高千穂町緑の分権改革推進事業公募型プロポーザル方式に係る企画提案書作、
成要領」参照のこと。

７ 企画提案資料の提出

別添 「高千穂町緑の分権改革推進事業公募型プロポーザル方式に係る企画提案書作、
成要領」参照のこと。

８ 企画提案書の審査

提出された企画提案書は、高千穂町緑の分権改革推進事業公募型プロポーザル審査会
（以下、審査会という ）において、厳正かつ公平に評価して審査する。なお、見積書。
は審査の対象とはしないこととする。

９ 受注予定者の決定方法

（１）審査会において、企画提案書を厳重に審査し、要求水準を満たす者のうちから優秀
提案者を決定する。なお、審査会が必要と認める場合は、追加でヒアリング等を行う
場合がある。

（２）審査結果は、書面により通知し、審査内容及び審査結果についての質問等は受け付
けない。また、審査結果に対しての異議申し立ては、受け付けない。

１０ 評価基準及び評価方法

（１）要求水準を満たした者について、企画提案書を点数化した総合得点をもって行う。

（２）評価基準においては、公表しない。

１１ その他

（１）要領に定めのない事項については高千穂町が定める手続きによる。

（２）参加申込書を提出した後に辞退する場合は 「プロポーザル辞退届 （様式６）を、 」
提出すること。


